
※これまでは、�2年間、国民健康保険の保険料の納め忘れがなかった方ご本人が口座振替で支払う
場合、�世帯主・配偶者が、ご本人（年金収入が180万円未満の方）に代わって口座振替で支払う
場合に限られていましたが、こうした限定がなくなりました。 

※ただし、これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。 

※上記の期限を過ぎてお申し出いただいた場合は、6月分以降の年金からのお支払い
より中止となりますので、ご了承ください。 
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長寿医療制度の保険料について 

口座振替での 
お支払いを希望される方 

お住まいの市(区)町村の後期高齢者 
医療担当窓口で 

1月中にお手続きして下さい 

4月から 4月から 4月から 
保険料のお支払い方法が選べます 保険料のお支払い方法が選べます 保険料のお支払い方法が選べます 

各市(区)町村が定める期限【市(区)町村により
異なります】までにお手続きいただくと、平成21年
4月分の年金からのお支払いが中止され、7月から
口座振替によりお支払いいただくことになります。 
(お支払いいただく保険料の総額は変わりません。)

（1）平成21年〔2009年〕1月5日（月）発行 平成21年〔2009年〕1月5日（月）発行（4） 千葉県後期高齢者医療広域連合【ちば広域連合だより】 
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千葉県後期高齢者医療広域連合  広報紙  

千葉県人口 
被保険者数 
（長寿医療制度） 

（平成20年11月1日現在） 

＊お問い合わせ＊ 

千葉県後期高齢者医療広域連合 

土曜・日曜・休日・年末年始を除く　午前9時から午後5時まで 
■ 保険料、被保険者の資格、被保険者証等について　…… 資格保険料課 043－308－6768 
■ 保険給付、保健事業等について　………………………… 給付管理課 043－308－6768 
■ 本紙について、広域連合の運営、議会等について　…… 総　務　課 043－223－0075
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： 6,151,597人 
： 500,539人 

みんなで 
支える 
みんなの 
医　療 
通巻 5号 

議員定数 
56

1.お手続きは、 
�金融機関で口座振替の申込み 
〔必要なもの：被保険者証、通帳、通帳のお届け印〕 
�お住まいの市(区 )町村の担当窓口で変更の申し出 
〔必要なもの：口座振替依頼書ご本人控(写 )、印鑑(認印)、
　　　　　     被保険者証〕 

2.口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替
により支払った方に適用されます。これにより、世帯全体の
所得税や住民税が減額となる場合がありますので、十分ご留
意ください。 

3.窓口納付の方で、口座振替への変更をご希望される場合にも、
お住まいの市（区）町村担当窓口までお問い合わせください。 

4.お手続きに関して、各市(区)町村によって取り扱いが異なるので、 
詳しくは、お住まいの市(区)町村の担当窓口にお問い合わせ
ください。 
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、
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た
、
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、
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期
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齢
者
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広
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会
定
例
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。 

議
案
と
し
て
「
平
成
19 
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
」、
他
に

議
員
発
議
1
件
が
審
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さ
れ
、
原
案
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と
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り
認
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・
可
決
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ま
し
た
。 

ま
た
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ま
し
た
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議 会 費  

総 務 費  

予 備 費  

基 金 積 立 金  

歳 出 合 計  

4,220 

634,654 

0 

1,205,184 

1,844,058

決 算 額 款 

歳　出 　　　　　　　　 （単位：千円） 

分担金及び負担金 

使用料及び手数料 

繰 越 金  

諸 収 入  

国 庫 支 出 金  

歳 入 合 計  

920,419 

251 

4,702 

502 

1,249,781 

2,175,655

決 算 額 款 

歳　入 　　　　　　　　 （単位：千円） 

歳入歳出差引残額 331,597千円 

平成 
１９年度 

広域連合議会 第2回定例会 
平成20年11月17日 

〈議案第1号〉 
平成19年度一般会計歳入歳出決算の認定について 

 【認　定】 
 
 

〈発議案第1号〉 
議会会議規則の一部を改正する規則の制定について  

【原案可決】 
 

  
 〈陳情第3号〉 
後期高齢者医療制度に関する陳情　　 【不採択】 

第2回 定例会の議案と議決結果 

地方自治法第292条の規定により準用する同法第233条第3項
の規定により、決算の認定について議会の同意を求めるもの。 
 

地方自治法の一部が改正されたことに伴い、根拠規定の項
ずれ修正を行うもの。 

千葉県後期高齢者医療広域連合 平成19年度 一般会計決算 

（議案名中の『千葉県後期高齢者医療広域連合』は省略） 
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